
 

制    定 平 成 18年 10月 1日 

        最近改正 令和６年４月１日 

                   

  

大阪市地域活動支援センター（生活支援型）運営事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 地域活動支援センター（生活支援型）運営事業は、専門職員（精神保健福祉士等）を配

置し、障がい者（児）及びその保護者（以下「障がい者等」という。）に対して、創作的活動又

は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進をはじめ、相談支援事業や福祉及び地域の社会

基盤との連携のための調整、地域住民ボランティアの育成、普及啓発等を行うことにより、障

がい者等の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。 

 

（実施方法） 

第２条 この事業は、大阪市福祉局長（以下「局長」という。）が適切に事業を運営できると認め

る社会福祉法人、特定非営利活動法人等（以下「受託事業者」という。）に委託して実施する。 

 

（実施場所） 

第３条 この事業は、区保健福祉センター、医療機関、障がい者支援施設、障がい福祉サービス

事業所等の保健・福祉・医療サービスの実施機関と機能的に連携した運営を確保でき、障がい

者の支援、相談等に対応できる場所で実施しなければならない。 

 

（対象者） 

第４条 この事業の対象者は、大阪市内に住所を有し、地域で生活する次の各号に掲げる障がい

者等とし、原則として通所により本事業の利用を希望する者とする。 

⑴ 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者、精神障がいを事由とする年金証書の交

付、自立支援医療受給者証（精神通院医療）の交付を受けている者、精神障がいを事由とす

る特別障がい給付金を受けている者、又はこれと同等の者 

⑵ 身体障がい者手帳の交付を受けている者 

⑶ 療育手帳の交付を受けている者、又は次に掲げる判定機関においてそれに準ずる者と判定

された者 

ア 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター 

イ 大阪市北部こども相談センター 

ウ 大阪市中央こども相談センター 

エ 大阪市南部こども相談センター 

オ その他市長が指定する機関 

⑷ 特定疾患医療受給者証又は医師の診断書等により、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第４条第１項の政令で定める特殊の疾病

に該当すると認められる者 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者 

 

（事業内容） 



 

第５条 この事業の内容は次の各号に掲げるものとする。 

⑴ 地域活動支援事業（基礎的事業） 

生活支援、創作的活動、生産活動、地域交流の機会の提供等を行う。 

⑵ 相談支援事業 

相談支援事業は、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うもの

として、次に掲げる業務を実施する。 

なお、次の業務を実施するにあたっては、各区の保健福祉センターなど関係機関と連携し、

利用者の目的や意思等個々の状況に応じて適切に行うとともに、電話相談、来所相談、訪問

相談、訪問支援等については、利用者のニーズに基づきこの事業に支障の無い範囲において

実施するものとする。 

ア 福祉サービスの利用援助に関する業務 

イ 社会資源を活用するための支援に関する業務 

ウ 社会生活力を高めるための支援に関する業務 

エ ピアカウンセリング等に関する業務 

オ 権利擁護のために必要な援助に関する業務 

カ 専門機関の紹介に関する業務 

キ 利用者の生活上の課題に応じ、関係機関との調整に関する業務 

⑶ 専門相談員による相談支援強化事業 

    専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、次に掲げる業務を実施する。 

ア 専門的な知識を必要とするケース等への対応 

イ 安定した地域生活の定着を図るため、医療、福祉及び地域の社会基盤との調整を行う業

務及び困難ケース等に関し他事業所に対する助言指導を行う業務 

ウ 行政、医療、福祉及び地域の社会資源や地域自立支援協議会等との連携強化のための調

整に関する業務 

エ 地域住民ボランティアの育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発に関する

業務 

 

（開所日数） 

第６条 原則として週５日以上開所しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情

がある場合は、この限りではない。 

 

（開所時間） 

第７条 第５条第１号に定める事業は、原則として１日あたり５時間以上開所しなければならな

い。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 

 

（利用人員） 

第８条 この事業の１日あたりの平均利用者数は第５条各号の利用者数を合算し、概ね20名とす

る。 

 

（利用登録） 

第９条 この事業の利用を希望する利用者については、受託事業者に利用登録届を提出しなけれ

ばならない。ただし、受託事業者への電話や窓口等における随時の相談対応や、利用が定着す



 

るまでの試行的・体験的な利用の場合については、この限りではない。また、受託事業者は利

用登録届の提出を受けた際には、利用登録者名簿を作成しなければならない。 

 

（利用解除） 

第10条 利用者より、本事業の利用を解除する旨の申し出があった場合は、利用者より受託事業

者あてに利用登録解除届を提出させるものとする。また、12か月以上の入院や入所、死亡等に

より、利用の継続が必要でない場合は、登録の抹消を行うものとする。 

  なお、受託事業者は利用登録解除届の提出を受けた際には、利用登録者名簿から削除しなけ

ればならない。 

 

（利用者負担） 

第11条 利用者が地域活動支援センターを利用するために要する費用は、原則無料とする。ただ

し、食費や創作的活動における食材料費、入浴における光熱水費等の実費相当額は、利用者の

負担とする。 

 

（職員の配置、責務） 

第12条 受託事業者は、障がい者等に対する支援を適切に行うことができると認められる職員の

配置を行うものとし、職員及び員数は次のとおりとする。 

⑴ 施設長 １人 

ア 施設長は、地域活動支援センターの管理運営上支障がない場合は、当該地域活動支援セ

ンターの他の職務に従事し、又は、他の施設等の職務に従事することができるものとする。 

イ 施設長は、障がい者等の福祉の増進に熱意を有し、地域活動支援センターを適切に運営

する能力を有する者でなければならない。 

⑵ 相談員 ２人 

⑶ 指導員 ２人以上 

２ この事業の実施にあたっては、施設長、相談員、指導員のうち２名は常勤職員でなければな

らない。また、配置職員のうち、３名は次の各号に掲げる資格のいずれかを有するものとし、

うち２名は精神保健福祉士とする。 

⑴ 社会福祉士 

⑵ 保健師 

⑶ 介護福祉士 

⑷ 相談支援専門員 

⑸ 精神保健福祉士 

 

（守秘義務） 

第13条 本事業に従事する者は、利用者及び利用者家族のプライバシーの尊重に留意するととも

に、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も、同様とする。また、個人情報を関係機関と共有する場合は、事前に利用者及び利用

者家族の同意を得なければならない。 

 

（遵守事項） 

第14条 受託事業者は、従事者の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならない。 



 

２ 受託事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、大阪市及び家族等に直ちに連絡を

行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 受託事業者は、その提供したサービスに関する障がい者等又はその家族からの苦情に迅速か

つ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなけ

ればならない。 

４ 受託事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連

絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要

な訓練を行わなければならない。 

５ 受託事業者は、障がい者等の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

６ 受託事業者は、その提供するサービスにおいて感染症が発生、またはまん延しないように必

要な措置を講じなければならない。 

７ 受託事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、職員に対し研修を実施する等の

措置を講ずるものとする。 

 

（構造及び設備） 

第15条 受託事業者は次の各号に定める部屋及び設備を設けなければならない。また、この事業

を実施するにあたって、障がい者等が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう支

援、相談等に対応でき、また20人以上の人員を利用させることができる場所であり、利用者の

特性に応じた設備であること。ただし、事業を実施する社会復帰施設の運営に支障を生じない

限りにおいて、社会復帰施設の設備との兼用ができるものとする。 

⑴ 相談室、静養室（相談室との兼用可能） 

⑵ 多目的室 

談話室、食堂、地域交流活動室、訓練室等 

⑶ 便所 

⑷ 洗面所 

⑸ 事務室 

⑹ 消火設備、その他非常災害に備えるために必要な設備 

２ 建物は、建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は同

条第９号の３に規定する準耐火建築物とする。 

３ 受託事業者は、利用者の安全確保及び保健衛生に十分留意して必要な設備を設けるものとす

る。 

 

（生産活動) 

第16条 受託事業者は、生産活動の機会の提供を行うにあたっては、創作的活動、地域交流の機

会の提供等に支障が出ない範囲で行うとともに、地域の実情並びに製品及びサービスの受給状

況等を考慮して行うよう努めなければならない。また、生産活動に従事する者の作業時間、作

業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。 

 

（工賃の支払い） 

第17条 受託事業者は生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に

係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 



 

 

（事業実施計画書の提出） 

第18条 受託事業者は、毎年事業開始前に「地域活動支援センター（生活支援型）運営事業実施

計画書」（様式第１号）を提出しなければならない。 

なお、事業実施計画書を作成するにあたっては、あらかじめ関係機関等と連携し、休日・夜

間の緊急の対応に備え、連絡方法並びに支援体制について定めなければならない。 

 

（運営規程等の整備） 

第19条 受託事業者は、次の各号に掲げる地域活動支援センターの運営についての重要事項を運

営規程として定め、利用者に周知しなければならない。 

⑴ 施設の目的及び運営の方針 

⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 利用定員 

⑷ 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者等から受領する費用の種類及びその

額 

⑸ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑻ その他運営に関する重要事項 

２ 受託事業者は、この事業に係る経理と、他の事業に係る経理を明確に区分し、会計に関する

帳簿及び利用者に関する記録を整備しておかなければならない。 

３ 受託事業者は、この事業を実施するうえでその他必要な規則等を定めるものとする。 

 

（事業実施記録の整備） 

第20条 受託事業者は、この事業の日報を作成し日々の利用状況を記録するとともに、利用者の

相談記録、活動記録等を整備しなければならない。 

 

（個別支援計画） 

第21条 受託事業者は、利用者の心身の状況及び病歴、その置かれている環境等を勘案し、必要

に応じて、その者の個別支援計画を作成する。 

 

（事業実施状況の報告） 

第22条 受託事業者は、毎月の事業実施状況について、「地域活動支援センター（生活支援型）運

営事業実施状況報告書」（様式第２号）により翌月の15日までに局長あて報告をしなければなら

ない。 

 

（事業実績報告書の提出） 

第23条 受託事業者は、局長に対し、当該年度の業務終了後、速やかに「地域活動支援センター

（生活支援型）運営事業実績報告書」(様式第３号)及び「地域活動支援センター（生活支援型）

運営事業社内研修実施報告書（様式第４号）」を、それぞれ必要書類を添付し提出しなければな

らない。 

 



 

（書類の整備） 

第24条 この事業の運営及び提供されるサービス内容に関する書類は、当該年度終了後５年間保

存しなければならない。 

 

（委託金額の確定） 

第25条 局長は、委託事業の履行を確認のうえ、「地域活動支援センター（生活支援型）運営事業

委託金額確定通知書」（様式第５号）により受託者に通知する。 

２ 年度途中において事業の廃止又は休止をした場合の委託金額は、年間の委託金額の12分の１

に委託する月数を乗じて得た額以内とし、千円未満は切り捨てる。 

 

（委託料の精算） 

第26条 受託事業者は、前払いによる業務委託料の概算支払いを受けたときは、事業終了後速や

かに「地域活動支援センター（生活支援型）運営事業精算書」（様式第６号）を作成し、事業終

了から20日以内に局長あてに提出しなければならない。 

２ 局長は、前項の精算書の提出を受けたときは、その内容を精査する。その結果、当該精算に

より剰余が生じていると認める場合にあっては、受託事業者は、当該精算書を提出した日から

20日以内に当該剰余金を納付しなければならない。また、当該精算により不足が生じていると

認める場合にあっては、受託事業者は、当該精算書を提出した日から20日以内に当該不足額に

係る請求を行わなければならず、局長は、当該請求を受けた日から30日以内に当該不足額に係

る業務委託料を支払わなければならない。 

 

（事業実施体制の変更等） 

第27条 受託事業者は、事業実施体制について変更が生じる場合には、速やかに「地域活動支援

センター（生活支援型）運営事業変更届」（様式第７号）を局長あてに提出しなければならない。 

２ 受託事業者は、その事業を廃止もしくは休止しようとする場合は、事前に局長と協議しなけ

ればならない。 

 

（調査） 

第28条 受託事業者は、局長が委託料に係る予算の執行状況について報告を求めた場合、又は地

域活動支援センター等に立ち入り、帳簿書類その他の検査、もしくは関係者への質問等が必要

であると認める場合には、これに協力しなければならない。 

 

（事業実施の承認の取消等） 

第29条 局長は受託事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、事業委託を

取消すことができる。 

⑴ 設備及び運営に関する基準を満たせなくなったとき 

⑵ 事業の運営をすることができなくなったと認められたとき 

⑶ 運営その他について、不正があったとき 

⑷ センター利用者に対する虐待等、著しく不適切な行為があったと認められたとき 

 

（障がい福祉サービスとの併用禁止） 

第30条 障がい福祉サービスの提供を受けている時間については、地域活動支援センターを利用



 

することはできないものとする。 

２ 地域活動支援センターの地域活動支援事業（基礎的事業）と日中活動系の障がい福祉サービ

スを同一日に利用することはできないものとする。 

 

（その他） 

第31条 この要綱に定めのない事項については、専管する課長が定める。 

 

 

附 則  

 この要綱は、平成18年10月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成31年３月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 



様式第１号 

  年  月  日 

 

 

大阪市福祉局長  様 

 

 

所在地 

名 称 

代表者 

 

 

 

  年度地域活動支援センター（生活支援型）運営事業 

実施計画書 

 

 

標記事業について、別紙のとおり実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号 

  年  月  日 

 

 

大阪市福祉局長  様 

 

 

所在地 

名 称 

代表者 

 

 

 

    年度地域活動支援センター（生活支援型）運営事業 

実施状況報告書(  月分) 

 

 

標記事業について、別紙のとおり実施しましたので報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号 

  年  月  日 

 

 

大阪市福祉局長  様 

 

 

所在地 

名 称 

代表者 

 

 

 

    年度地域活動支援センター（生活支援型）運営事業 

実績報告書 

 

 

標記事業について、別紙のとおり実施しましたので報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号 

  年  月  日 

 

 

大阪市福祉局長  様 

 

 

所在地 

名 称 

代表者 

 

 

 

    年度地域活動支援センター（生活支援型）運営事業 

 社内研修実施報告書 

 

 

標記事業について、別紙のとおり実施しましたので報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号 

 

大福祉第      号 

  年  月  日 

 

 

 

        様 

 

 

福祉局長  

 

 

 

    年度地域活動支援センター（生活支援型）運営事業 

委託金額確定通知書 

 

 

  年  月  日付け  第     号にて締結しました    年度大阪市地

域活動支援センター（生活支援型）運営事業委託契約については、次のとおり委託金額を確定

しましたので通知します。 

 

記 

 

 

 

確定金額                円 

 

 

 

 



様式第６号 

  年  月  日 

 

 

大阪市福祉局長  様 

 

 

所在地 

名 称 

代表者 

 

 

 

    年度地域活動支援センター（生活支援型）運営事業 

精算書 

 

 

標記事業について、別紙のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号 

  年  月  日 

 

 

大阪市福祉局長  様 

 

 

所在地 

名 称 

代表者 

 

 

 

    年度地域活動支援センター（生活支援型）運営事業 

変更届 

 

 

標記事業について、別紙のとおり変更しましたので報告します。 

 

 

 

 


